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]!論 11

i:観 11保
険
会
社
の
取
締
役
等
の
兼
職
制
限

石

満

田

は
し
が
き

一
生
命
保
険
会
社
、
損
害
保
険
会
社
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
も
し
く
は
監
査
役
ま
た
は
支

配
人
が
他
の
会
社
の
常
務
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
保
険
業
法
〔
昭
和
一
四
年

三
月
二
九
日
法
律
第
四
一
号
〕
六
条
)
。
保
険
会
社
の
常
務
に
従
事
し
て
い
る
役
員
等
が
他
の
会
社
の
事
業
に
関
係
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
険

契
約
の
締
結
、
保
険
会
社
の
資
産
運
用
等
の
面
で
弊
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
防
止
し
、
か
つ
保
険
事
業
の
健
全
性
を
維

持
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
役
員
等
を
保
険
事
業
に
専
念
さ
せ
て
精
力
が
分
散
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
図
っ
た
規
定
で
あ
る
。
こ
れ

に
違
反
し
た
場
合
に
は
罰
則
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
(
保
険
業
法
一
五
二
条
二
号
)
。

こ
の
常
務
役
員
等
の
兼
職
制
限
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
昭
和
一
四
年
改
正
保
険
業
法
で
は
じ
め
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
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説

昭
和
一
二
年
一
一
月
に
設
置
さ
れ
た
保
険
業
法
改
正
調
査
委
員
会
に
対
す
る
政
府
の
「
保
険
行
政
ノ
整
備
改
善
ヲ
図
ル
為
保
険
業
法
中
改
正

ス
ベ
キ
事
項
知
何
」
の
諮
問
事
項
に
答
え
る
「
保
険
業
法
中
改
正
の
要
綱
」
第
四
に
「
役
員
の
解
任
命
令
に
関
す
る
規
定
を
整
備
し
及
常
務

役
員
の
兼
業
の
認
可
に
関
す
る
規
定
を
設
く
る
こ
と
」
と
あ
り
、
こ
の
答
申
要
綱
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。

相
互
会
社
の
取
締
役
に
つ
い
て
、
明
治
三
三
年
旧
保
険
業
法
(
明
治
三
三
年
法
律
第
六
九
号
)
四
八
条
は
「
取
締
役
ハ
社
員
総
会
ノ
認
許

ア
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
同
種
ノ
保
険
ヲ
目
的
ト
ス
ル
他
ノ
会
社
ノ
無
限
責
任
社
員
、
業
務
担
当
社
員
、
取
締
役
又
ハ
監
査
役
ト
為
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」

と
規
定
し
て
い
た
が
、
昭
和
一
四
年
改
正
保
険
業
法
は
、
こ
の
規
定
を
五
五
条
と
し
て
「
取
締
役
ハ
社
員
総
会
ノ
認
許
ア
ル
ニ
非
ザ
レ
パ
同

種
ノ
保
険
ヲ
目
的
ト
ス
ル
他
ノ
会
社
ノ
取
締
役
文
ハ
監
査
役
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
」
と
規
定
し
、
「
無
限
責
任
社
員
、
業
務
担
当
社
員
」
の
文

言
を
削
除
し
た
。
さ
ら
に
昭
和
二
六
年
改
正
保
険
業
法
(
昭
和
二
六
年
法
律
第
一
二
五
号
)
は
、
こ
の
規
定
を
全
部
削
除
し
た
。
し
か
し
、

も
ち
ろ
ん
相
互
会
社
の
取
締
役
が
当
然
に
同
種
の
保
険
を
目
的
と
す
る
他
の
会
社
の
取
締
役
ま
た
は
監
査
役
と
な
る
こ
と
を
認
め
る
趣
旨
で

は
な
く
、
保
険
業
法
六
条
の
規
定
お
よ
び
独
占
禁
止
法
の
役
員
兼
任
の
制
限
に
関
す
る
規
定
(
一
三
条
・
一
七
条
)
に
ゆ
だ
ね
る
趣
旨
と
解

さ
れ
る
。

論

金
融
関
係
業
法
た
と
え
ば
比
較
的
新
し
く
成
立
し
た
銀
行
法
(
昭
和
五
六
年
法
律
第
五
九
号
)
七
条
は
「
銀
行
の
常
務
に
従
事
す
る

取
締
役
は
、
大
蔵
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
場
合
を
除
く
ほ
か
、
他
の
会
社
の
常
務
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
、
役
員
の
兼
職
制

限
の
規
定
を
お
い
て
い
る
。
な
お
、
昭
和
二
年
銀
行
法
一
三
条
(
昭
和
二
年
法
律
第
一
一
一
号
)
は
寸
銀
行
ノ
常
務
ニ
従
事
ス
ル
取
締
役
又
ハ

支
配
人
ガ
他
ノ
会
社
ノ
常
務
ニ
従
事
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
主
務
大
臣
ノ
認
可
ア
受
ク
ベ
シ
」
と
規
定
し
、
「
支
配
人
」
を
含
め
て
い
た
が
、
保

険
業
法
六
条
と
異
な
り
、
「
監
査
役
」
に
つ
い
て
は
兼
職
制
限
の
規
制
の
対
象
と
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
証
券
取
引
法
(
昭
和

二
三
年
法
律
第
二
五
号
)
四
二
条
は
「
証
券
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
は
、
大
蔵
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
場
合
を
除
く
ほ
か
、
他
の

会
社
の
常
務
に
従
事
し
、
又
は
一
事
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
L

と
規
定
し
て
い
る
。
銀
行
法
と
異
な
り
、
「
事
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
」
と
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し
て
、
自
ら
事
業
を
営
む
こ
と
に
つ
き
制
限
さ
れ
る
旨
の
規
定
を
付
け
加
え
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

日
本
に
お
い
て
は
明
治
二
三
年
旧
商
法
第
一
編
第
一
一
章
第
六
節
「
保
険
営
業
ノ
公
行
」
に
お
い
て
、
保
険
監
督
法
に
関
す
る
規
定
を
設

け
て
お
り
、
そ
の
後
、
明
治
三
三
年
旧
保
険
業
法
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
今
日
の
保
険
業
法
の
原
典
と
な
る
保
険
監
督
法
が
成
立
し
、
昭
和

一
四
年
改
正
保
険
業
法
は
、
こ
れ
を
抜
本
的
に
改
正
し
て
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
の
金
融
関
係
業
法
た
と
え
ば
銀
行
法
は
昭

和
五
六
年
に
大
改
正
が
あ
り
装
い
を
新
た
に
し
て
い
る
等
、
今
日
の
そ
れ
ぞ
れ
の
金
融
機
関
の
実
態
に
即
応
し
た
改
正
が
な
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
保
険
業
法
は
、
多
少
の
手
直
し
が
な
き
れ
て
き
て
は
い
る
も
の
の
抜
本
的
改
正
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
常
務
役
員
の
兼
職
制
限
を
定
め
た
保
険
業
法
六
条
の
規
定
を
他
の
金
融
関
係
業
法
と
比
較
し
て
多
少
の
検
討
を
試

み
る
こ
と
に
す
る
。
あ
わ
せ
て
、
国
会
提
案
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、
昭
和
二
五
年
一
二
月
に
公
表
し
た
保
険
業
法
改
正
法
律
最
終
草
案

の
役
員
の
兼
職
ま
た
は
兼
業
の
制
限
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
も
参
酌
す
べ
き
と
こ
ろ
少
な
く
な
い
の
で
、
再
度
、
見
直
し
て
み
た
い
。

三
他
業
の
禁
止
に
関
す
る
立
法
例
と
し
て
、
西
ド
イ
ツ
保
険
監
督
法
八
二
条
一
項
は
寸
保
険
事
業
が
監
督
に
服
さ
な
い
他
の
事
業
に
参

加
し
、
か
っ
、
そ
の
方
法
お
よ
び
範
囲
に
お
い
て
保
険
事
業
を
危
う
く
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
監
督
官
庁
は
、
保
険
事
業
に
対
し
参

加
の
継
続
を
拒
絶
し
、
ま
た
は
第
五
七
条
か
ら
第
六
三
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
そ
の
事
業
の
費
用
も
し
く
は
保
険
事
業
の
費
用
で
そ
の
事
業

を
検
査
さ
せ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
場
合
に
か
ぎ
り
、
参
加
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
の
事
業
が
こ
れ
を
拒
絶
し
、
ま
た
は
検

査
に
際
し
参
加
に
対
す
る
疑
惑
が
生
じ
た
と
き
は
、
監
督
官
庁
は
、
参
加
の
継
続
を
拒
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
、
さ
ら
に
同

条
二
項
は
「
保
険
事
業
の
取
締
役
員
ま
た
は
監
査
役
員
が
他
の
事
業
の
業
務
執
行
に
対
し
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
ま
た
は
及
ぽ
す
こ
と

の
で
き
る
地
位
に
あ
る
と
き
も
第
一
項
の
意
味
で
の
参
加
と
み
な
さ
れ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
二
項
の
規
定
が
、
日
本
の
保
険
業
法

六
条
の
常
務
役
員
の
兼
職
制
限
に
関
す
る
規
定
に
相
当
す
る
。

西
ド
イ
ツ
保
険
監
督
法
は
、
参
加
(
切

2a--mgm)
に
つ
い
て
の
定
義
規
定
を
と
く
に
設
け
て
い
な
い
。
通
常
、
資
本
参
加
(
関
与

-z-'
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説

σOz--釘ローロ
m)
を
意
味
す
る
。
こ
の
点
、
西
ド
イ
ツ
株
式
法
一
五
二
条
二
項
は
、
資
本
金
の
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
る
資
本
会
社
の
持
分
を
、

疑
わ
し
い
と
き
に
は
資
本
参
加
と
み
な
す
旨
を
規
定
し
、
さ
ら
に
、
同
法
一
五
一
条
一
項
は
、
貸
借
対
照
表
に
掲
記
す
べ
き
こ
と
を
要
求
し

(
資
産
の
部
H
B
1て
さ
ら
に
同
法
一
五
七
条
一
項
八
号
は
、
損
益
計
算
書
に
掲
記
す
べ
き
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
た
だ
、
上
記
西
ド
イ

ツ
保
険
監
督
法
八
二
条
二
項
は
、
保
険
事
業
の
取
締
役
員
ま
た
は
監
査
役
員
が
他
の
事
業
の
業
務
執
行
に
決
定
的
影
響

(
5
2印関与

g母

国
民
E
B
)
を
及
ぽ
し
、
ま
た
は
及
ぽ
す
こ
と
の
で
き
る
地
位
に
あ
る
と
き
も
参
加
と
み
な
す
旨
を
規
定
し
て
お
り
、
本
条
に
い
う
「
参
加
」

は
、
た
ん
に
資
本
的
参
加
だ
け
に
狭
く
か
ぎ
る
趣
旨
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

フ
ラ
ン
ス
保
険
法
典
旧

R
三
二
二
|
一
七
条
(
国
有
企
業
の
取
締
役
会
お
よ
び
そ
の
役
員
)
は
「
国
の
代
表
者
に
関
す
る
場
合
を
除
き
、

な
ん
び
と
も
複
数
の
固
有
企
業
の
取
締
役
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
:
:
:
」
と
規
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、

論

一
九
八
四
年
四
月
二
四
日
デ

ク
レ
八
四
|
三

O
二
号
に
よ
る
改
定
に
お
い
て
は
、
こ
の
条
項
は
な
い
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
保
険
法
(
一
九
八
四
年
)
一
一
二
八
条
は
「
な
ん
ぴ
と
も
同
じ
保
険
取
引
種
目
を
直
接
引
き
受
け
て
い
る
か
、
ま
た
は

過
去
二
年
間
引
き
受
け
て
き
た
二
つ
以
上
の
本
法
に
基
づ
く
保
険
者
の
取
締
役
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
取
締
役
兼
任
が
保
険
事

業
に
お
い
て
、
実
質
的
に
、
一
般
に
競
争
を
減
退
さ
せ
る
か
ま
た
は
独
占
を
も
た
ら
す
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
き
は
こ
の
か
ぎ

り
で
は
な
い
。
こ
の
制
限
に
か
か
わ
ら
ず
、
資
格
の
あ
る
者
は
、
別
段
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
共
同
所
有
も
し
く
は
経
営
の
も
と
に
あ
る
二
つ

以
上
の
保
険
者
の
取
締
役
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
兼
任
取
締
役
が
一
般
に
保
険
事
業
に
お
け
る
競
争
を
実
質
的
に
減
退
さ

せ
る
手
段
と
し
て
、
ま
た
は
そ
の
事
業
に
お
け
る
独
占
を
も
た
ら
す
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
な
い
と
き
に
か
ぎ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
保
険
法
は
、
原
則
と
し
て
同
じ
保
険
取
引
部
門
を
直
接
引
き
受
け
る
こ
つ
以
上
の
保
険
者
の
取
締
役
い
わ
ゆ
る
兼
任
取
締

役
(
宮
古
ユ
R
W
E
m
門
出
足
立
。
吋
)
と
な
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
競
争
を
実
質
的
に
制
限
し
た
り
、
ま
た
独
占
を
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
を

条
件
と
し
て
い
る
。
日
本
の
独
占
禁
止
法
上
の
兼
職
禁
止
条
件
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

北法38(5-6・11・290)1640



(1)
高
橋
俊
英
編
・
金
融
関
係
法
H
(
昭
和
三
九
年
、
日
本
評
論
社
)
二
六
六
頁
、
保
険
業
法
研
究
会
編
・
最
新
保
険
業
法
の
解
説
(
昭
和
六
一
年
、

大
成
出
版
社
)
五
八
頁
参
照
。

(
2
)
こ
の
要
綱
に
つ
い
て
は
、
生
命
保
険
協
会
編
・
昭
和
生
命
保
険
史
料
第
三
巻
戦
争
期

ω(昭
和
四
七
年
)
八
頁
以
下
参
照
。

(
3
)
〈
色
。
oEσ
叩
司

m-冨
三

-q-
穴

O
B
B
-
N
Z
S
〈
常
即
日

nym『ロロ
m回
同

Z
E
n
v
G
B巾
R
L∞∞
c
w
〉
ロ
ヨ
・
品

Nロ
宮
N

・

兼
職
制
限
を
受
け
る
役
員
等

保
険
業
法
六
条
の
兼
職
制
限
の
適
用
を
受
け
る
者
は
、
保
険
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
も
し
く
は
監
査
役
ま
た
は
支
配
人
で

あ
る
。

保険会社の取締役等の兼職制限

取
締
役
に
つ
い
て
は
、
「
常
務
ニ
従
事
ス
ル
」
取
締
役
で
あ
り
、
そ
の
者
は
、
事
実
上
保
険
会
社
の
日
常
の
業
務
を
行
う
者
で
あ
る
。

そ
の
役
職
名
の
い
か
ん
を
問
わ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
取
締
役
会
長
ま
た
は
顧
問
と
称
す
る
者
で
あ
っ
て
も
事
実
上
常
務
に
従
事
せ
ず
、
た

ん
に
名
義
だ
け
の
名
目
的
取
締
役
で
あ
れ
ば
、
保
険
業
法
六
条
の
適
用
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
専
務
取
締
役
ま
た
は
常
務
取
締
役
と

称
す
る
者
は
、
多
く
は
事
実
上
も
常
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
も
し
常
務
に
従
事
し
て
い
な
け
れ
ば
保
険
業
法
六
条
の

適
用
は
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
実
際
に
は
ま
れ
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(一)監
査
役
に
つ
い
て
は
、
常
務
に
従
事
す
る
監
査
役
で
あ
り
、
常
勤
監
査
役
と
か
常
任
監
査
役
で
あ
る

監
査
役
で
あ
っ
て
も
非
常
勤
監
査
役
で
あ
れ
ば
、
保
険
業
法
六
条
の
適
用
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
常
勤
監
査
役
や
常
任
監
査
役
と
い

う
名
称
が
用
い
ら
れ
て
い
て
も
、
も
し
常
務
に
従
事
し
て
い
な
け
れ
ば
、
こ
の
規
定
の
適
用
が
な
い
こ
と
に
な
る
し
、
ま
た
逆
に
常
勤
監
査

(
商
法
特
例
法
一
八
条
二
項
参
照
)
。

役
や
常
任
監
査
役
と
い
う
名
称
が
用
い
ら
れ
ず
、
た
ん
に
監
査
役
と
い
う
名
称
が
用
い
ら
れ
て
い
て
も
、
常
務
に
従
事
し
て
い
る
な
ら
ば
、

こ
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
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保
険
業
法
六
条
は
、
常
務
に
従
事
す
る
監
査
役
に
つ
い
て
他
の
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
制
限
し
て
い
る
が
、
す
で
に
み
た
よ
う

に
、
銀
行
法
や
証
券
取
引
法
で
は
、
監
査
役
に
つ
い
て
と
く
に
兼
職
を
制
限
す
る
規
定
を
設
け
て
い
な
い
。
商
法
は
、
監
査
役
の
場
合
、
そ

の
会
社
ま
た
は
子
会
社
の
取
締
役
ま
た
は
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
を
兼
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
(
商
法
二
七
六
条
)
と
規
定
す
る
だ
け
で

あ
っ
て
、
こ
れ
も
ま
た
監
査
役
が
他
の
会
社
の
役
員
を
兼
ね
る
こ
と
に
つ
い
て
制
限
規
定
を
設
け
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
保

険
業
法
六
条
も
銀
行
法
や
証
券
取
引
法
に
な
ら
っ
て
監
査
役
を
兼
職
制
限
の
対
象
か
ら
排
除
し
て
も
よ
い
と
考
え
る
。

次
に
支
配
人
に
つ
い
て
み
て
み
る
。
支
配
人
と
は
、
営
業
主
に
代
っ
て
営
業
に
関
す
る
い
っ
さ
い
の
裁
判
上
ま
た
は
裁
判
外
の
行
為
を
な

す
権
限
を
有
す
る
商
業
使
用
人
で
あ
る
(
商
法
三
八
条
一
項
)
。
株
式
会
社
の
支
庖
長
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
ま
た
、
保
険
会
社
で
実
際
に

「
支
配
人
」
と
い
う
名
称
を
付
与
し
て
い
る
例
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
も
営
業
に
関
す
る
い
っ
さ
い
の
裁
判
上
ま
た
は
裁
判
外
の
行
為
を

な
す
権
限
を
有
す
れ
ば
、
も
と
よ
り
名
実
と
も
に
こ
こ
で
い
う
支
配
人
に
あ
た
る
。
支
配
人
の
場
合
も
同
じ
く
常
務
に
従
事
し
て
い
る
場
合

に
限
り
本
条
の
適
用
が
あ
り
、
も
し
支
配
人
と
い
う
名
称
が
用
い
ら
れ
て
い
て
も
、
支
配
人
と
し
て
の
代
理
権
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
以
上

論

は
、
本
条
の
適
用
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
商
法
四
一
条
一
項
は
「
支
配
人
ハ
営
業
主
ノ
許
諾
ア
ル
ニ
非
ザ
レ
パ
営
業
ヲ
為
シ
、
自
己
若
ハ
第
三
者
ノ
為
ニ
営
業
主
ノ
営

業
ノ
部
類
ニ
属
ス
ル
取
引
ヲ
為
シ
又
ハ
会
社
ノ
無
限
責
任
社
員
、
取
締
役
若
ハ
他
ノ
商
人
ノ
使
用
人
ト
為
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
」
と
規
定
し
て
い

る
。
支
配
人
は
、
会
社
の
無
限
責
任
社
員
、
取
締
役
お
よ
び
他
の
商
人
の
使
用
人
と
な
る
た
め
に
は
、
営
業
主
の
承
諾
が
必
要
と
な
る
。
支

配
人
に
つ
い
て
は
、
商
法
で
一
応
兼
職
制
限
の
規
定
を
設
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
銀
行
法
や
証
券
取
引
法
と
同
じ

く
保
険
業
法
六
条
の
兼
職
制
限
の
対
象
か
ら
除
外
し
て
よ
く
、
支
配
人
に
つ
い
て
ま
で
監
督
官
庁
が
干
渉
す
る
必
要
は
な
く
、
保
険
会
社
の

判
断
に
ゆ
だ
ね
て
も
よ
い
。

な
お
、
保
険
業
法
四
二
条
は
、
商
法
四
一
条
の
規
定
を
相
互
会
社
に
準
用
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
生
命
保
険
会
社
の
支
社
は
、
営
業
所
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と
し
て
の
実
体
が
な
く
、
支
社
長
は
、
支
配
人
と
し
て
の
代
理
権
を
有
さ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
も
「
総
局
」
、
「
本

部
」
、
「
事
務
セ
ン
タ
ー
」
等
と
称
し
て
、
保
険
契
約
の
締
結
や
保
険
金
の
支
払
決
定
等
、
会
社
の
基
本
的
業
務
を
行
っ
て
い
る
例
が
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
業
務
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
商
法
上
の
営
業
所
と
し
て
の
実
体
を
有
し
、
そ
の
長
は
支
配
人
と
し
て
の
代
理
権
を
有
す

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
保
険
業
法
四
二
条
が
商
法
四
一
条
の
規
定
を
相
互
会
社
に
準
用
し
て
い
る
意
味
が
あ
る
。

ω
保
険
業
法
六
条
は
、
保
険
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
役
員
等
が
「
他
ノ
会
社
」
の
常
務
に
従
事
す
る
場
合
に
、
主
務
大
臣
の
許
可
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。
「
他
ノ
会
社
」
と
は
、
そ
の
取
締
役
な
ど
の
所
属
す
る
保
険
会
社
と
異
な
る
会
社
で
あ
り
、
株

式
会
社
だ
け
で
な
く
、
ま
た
そ
れ
が
保
険
会
社
で
あ
る
と
そ
れ
以
外
の
会
社
で
あ
る
と
を
問
わ
な
い
。
保
険
業
法
六
条
は
、
他
の
「
会
社
」

の
常
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
制
限
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
会
社
組
織
で
な
い
法
人
や
組
合
等
の
常
務
に
従
事
す
る
こ
と
に
は
こ

の
規
定
の
適
用
が
な
い
。
銀
行
法
や
証
券
取
引
法
も
同
じ
く
寸
他
ノ
会
社
」
の
常
務
に
従
事
す
る
こ
と
だ
け
を
制
限
し
て
い
る
。
こ
の
点
、

兼
職
制
限
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
た
旧
銀
行
法
一
三
条
の
解
釈
と
し
て
、
会
社
形
態
に
よ
ら
な
い
営
業
、
公
益
法
人
等
に
つ
い
て
は
兼
職
制

限
を
設
け
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
本
法
制
定
当
時
に
お
け
る
実
情
(
経
営
に
適
し
た
人
物
の
少
な
い
こ
と
、
実
際
の
慣
習
と
し
て
兼
業
役
員

の
多
い
こ
と
等
)
に
制
約
さ
れ
た
や
む
を
え
な
い
結
果
で
あ
っ
て
、
行
政
指
導
に
よ
っ
て
適
宜
そ
の
徹
底
を
図
る
趣
旨
と
さ
れ
て
い
た
。
保

険
業
法
六
条
が
他
の
「
会
社
」
の
常
務
に
従
事
す
る
こ
と
だ
け
を
制
限
し
た
趣
旨
も
同
じ
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
最
近
で
は
、
各
保
険
会
社

と
も
に
、
保
険
事
業
の
社
会
的
・
公
共
的
役
割
を
果
す
べ
く
財
団
等
を
設
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
の
活
動
に
お
い
て
、
取
締
役
等
が

兼
務
す
る
ほ
う
が
円
滑
に
運
営
で
き
る
場
合
も
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
会
社
自
ら
の
判
断
に
ま
か
し
て
も
よ
い
。

国

保
険
業
法
六
条
は
、
他
の
会
社
の
「
常
務
ニ
従
事
」
す
る
こ
と
を
制
限
し
て
い
る
。
「
常
務
ニ
従
事
」
す
る
と
は
、
日
常
の
事
務
を
処

理
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
常
務
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
者
の
会
社
に
お
け

る
地
位
を
総
合
勘
案
し
て
実
質
的
に
決
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
「
他
ノ
会
社
ノ
常
務
」
と
は
、
取
締
役
、
支
配
人
ま
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た
は
常
任
監
査
役
の
資
格
に
お
い
て
他
会
社
の
日
常
の
事
務
を
処
理
す
る
意
味
で
あ
る
、
と
説
く
見
解
が
あ
る
。
通
常
、
取
締
役
等
の
資
格

で
他
の
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
し
か
し
、
保
険
業
法
六
条
は
、
取
締
役
等
の
「
資
格
」
に
お
い
て
日
常
の
事
務
を
処

理
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
限
定
的
に
解
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ま
た
、
「
常
務
ニ
従
事
」
す
る
と

は
、
事
実
上
日
常
の
勤
務
・
職
務
の
遂
行
を
通
じ
て
他
の
会
社
の
意
思
決
定
に
関
与
し
、
あ
る
い
は
経
営
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
立
場
・

職
務
に
つ
く
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
狭
く
解
す
る
見
解
も
あ
る
。
し
か
し
、
保
険
業
法
六
条
は
、
取
締
役
等
の
精
力
分
散
を
防
ぐ
意
味
を
も
っ

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
狭
く
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

論

認
可
申
請
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
保
険
業
法
施
行
規
則
に
そ
の
定
め
が
あ
る
。

保
険
業
法
六
条
の
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
に
左
の
書
類
を
添
付
し
て
申
請
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
他
の
会
社
が
免
許
を
得
た
保
険
会
社
で
あ
る
場
合
に
は
三
号
・
四
号
の
書
類
は
添
付
し
な
く
て
も
よ
い

(
施
行
規
則
六
条
)
。

②①  

履
歴
書
(
一
号
)

そ
の
申
請
者
の
帰
属
す
る
保
険
会
社
お
よ
び
常
務
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
他
の
会
社
に
お
け
る
常
務
の
処
理
方
法
を
記
載
し
た
書
面

号
そ
の
所
属
す
る
保
険
会
社
と
他
の
会
社
の
常
務
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
認
可
申
請
人
は
、
そ
の
保
険
会
社
と
他
の
会
社

と
の
常
務
を
ど
の
よ
う
に
時
間
を
配
分
し
て
行
う
か
(
た
と
え
ば
隔
日
出
動
、
午
前
午
後
交
代
等
)
、
こ
れ
ら
を
明
ら
か
に
し
、
か
っ
そ
の
処

理
す
る
常
務
の
範
囲
等
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
常
務
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
他
の
会
社
の
定
款
、
株
主
名
簿
、
最
終
の
貸
借
対
照
表
、
事
業
報
告
書
、
損
益
計
算
書
、
利
益
の
処
分

に
関
す
る
書
面
、
そ
の
他
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
お
よ
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
書
面
会
一
号
)

損
益
計
算
書
、
財
産
目
録
、
事
業
報
告
書
、
利
益
の
処
分
に
関
す
る
書
面
は
、
合
名
会
社
や
合
資
会
社
の
場
合
に
は
、
商
法
上
そ
の
作
成
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(
商
法
三
二
条
)
、
こ
れ
に
該
当
す
る
書
面
で
足
り
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

自
己
の
帰
属
す
る
保
険
会
社
と
常
務
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
他
の
会
社
と
の
資
本
、
取
引
そ
の
他
の
関
係
を
記
載
し
た
書
面
(
四
号
)

そ
の
保
険
会
社
と
常
務
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
他
の
会
社
と
の
資
本
関
係
、
取
引
関
係
、
両
会
社
の
役
員
お
よ
び
株
式
等
の
関
係
(
い
わ

ゆ
る
親
会
社
子
会
社
と
の
関
係
等
の
存
否
)
、
両
会
社
の
業
務
提
携
の
内
容
に
つ
い
て
記
載
す
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。

以
上
の
申
請
書
の
内
容
か
ら
、
兼
務
し
よ
う
と
す
る
役
員
の
人
物
、
兼
務
し
よ
う
と
す
る
会
社
の
内
容
お
よ
び
両
会
社
の
関
係
を
知
り
、

兼
務
が
必
要
か
否
か
、
ま
た
そ
れ
が
弊
害
を
も
た
ら
す
も
の
で
な
い
か
否
か
、
主
務
大
臣
の
認
可
の
決
定
に
あ
た
っ
て
判
断
の
資
料
と
な
る
。

ニ
金
融
関
係
業
法
の
多
く
は
、
取
締
役
等
の
兼
職
制
限
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て
い
る
。

銀
行
法
七
条
は
「
銀
行
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
は
、
大
蔵
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
場
合
を
除
く
ほ
か
、
他
の
会
社
の
常
務
に
従
事
し

て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
旧
銀
行
法
一
三
条
は
「
銀
行
ノ
常
務
ニ
従
事
ス
ル
取
締
役
又
ハ
支
配
人
ガ
他
ノ
会
社
ノ
常

務
ニ
従
事
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
主
務
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ク
ベ
シ
」
と
規
定
し
て
い
た
が
、
昭
和
五
六
年
改
正
銀
行
法
は
、
「
支
配
人
」
を
兼
職

制
限
の
対
象
か
ら
除
外
し
た
。

こ
の
銀
行
法
の
兼
職
制
限
の
規
定
の
趣
旨
は
、
銀
行
の
業
務
に
た
ず
さ
わ
る
役
員
に
つ
い
て
は
、
銀
行
業
務
の
み
に
専
念
せ
し
め
る
こ
と

が
望
ま
し
く
、
ま
た
銀
行
の
役
職
員
が
他
の
営
業
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
情
実
貸
出
等
の
弊
害
を
生
じ
、
そ
の
資
産
内
容
を

悪
化
せ
し
め
る
原
因
と
な
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

が
要
求
さ
れ
て
い
な
い
の
で

④
 

保
険
業
法
六
条
の
兼
職
制
限
に
関
す
る
規
定
と
同
じ
趣
旨
で
あ
る
が
、
役
職
に
あ
る
者
が
そ
の
業
務
の
み
に
専
念
せ
し
め
る
こ
と
が
望
ま

し
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
会
社
の
内
部
的
な
自
治
の
問
題
で
あ
り
、
監
督
官
庁
が
と
く
に
こ
れ
に
関
与
す
べ
き
問

題
で
な
い
。
兼
職
制
限
は
、
む
し
ろ
他
の
企
業
の
常
務
役
員
と
な
リ
、
特
殊
な
関
係
を
も
つ
に
い
た
り
、
本
来
の
企
業
方
針
と
は
異
な
る
取

引
を
締
結
す
る
に
至
る
お
そ
れ
も
あ
り
、
そ
れ
が
延
い
て
は
そ
の
企
業
の
不
利
益
と
な
り
、
保
険
会
社
や
銀
行
で
あ
れ
ば
保
険
契
約
者
や
預
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説

金
者
に
不
利
益
を
及
ぽ
す
よ
う
な
こ
と
の
な
い
よ
う
図
っ
た
も
の
と
す
る
点
に
ウ
ェ
イ
ト
が
あ
る
と
考
え
る
。

相
互
銀
行
法
(
昭
和
二
六
年
法
律
第
一
九
九
号
)
一
四
条
は
、
銀
行
法
七
条
の
取
締
役
の
兼
職
制
限
の
規
定
を
準
用
し
て
い
る
。
同
じ
く
、

外
国
為
替
銀
行
法
(
昭
和
二
九
年
法
律
第
六
七
号
)
一
一
条
も
同
じ
く
準
用
規
定
を
設
け
て
い
る
。

証
券
投
資
信
託
法
(
昭
和
二
六
年
法
律
第
一
九
八
号
)
二

O
条
の
三
は
「
委
託
会
社
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役
が
、
他
の
会
社
の
常
務

に
従
事
し
、
又
は
事
業
を
営
も
う
と
す
る
場
合
に
は
、
大
蔵
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
、
無
尽
業
法
(
昭
和
六

年
法
律
第
四
二
号
)
一
九
条
は
「
無
尽
会
社
ノ
常
務
ニ
従
事
ス
ル
取
締
役
文
ハ
支
配
人
ガ
他
ノ
会
社
ノ
常
務
ニ
従
事
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
主

務
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ク
ベ
シ
」
と
規
定
し
て
い
る
。
無
尽
業
法
は
、
兼
職
制
限
の
対
象
と
な
る
者
に
取
締
役
の
ほ
か
「
支
配
人
」
を
も
加
え

て
い
る
。

論

独
占
禁
止
法
(
昭
和
二
二
年
法
律
第
五
四
号
)
は
、
会
社
の
役
員
ま
た
は
従
業
員
は
、
圏
内
の
会
社
の
役
員
の
地
位
を
兼
ね
る
こ
と

に
よ
り
一
定
の
取
引
分
野
に
お
け
る
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
兼
任
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
三
条
一
項
)
。

ま
た
、
会
社
の
役
員
ま
た
は
従
業
員
は
、
そ
の
会
社
と
圏
内
に
お
い
て
競
争
関
係
に
あ
る
国
内
の
会
社
の
役
員
の
地
位
を
兼
ね
る
場
合
に
お

い
て
、
こ
れ
ら
の
会
社
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
一
の
会
社
の
総
資
産
が
二

O
億
円
を
超
え
る
と
き
は
、
公
正
取
引
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
そ
の
役
員
の
地
位
を
兼
ね
る
こ
と
と
な
っ
た
日
か
ら
三

O
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
公
正
取
引
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
(
一
三
条
三
項
)
。
ま
た
、
こ
の
兼
任
禁
止
規
定
を
免
れ
る
脱
法
行
為
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
(
一
七
条
)
。
こ
れ
ら
の
禁
止
規
定
に
違
反

し
た
場
合
に
は
罰
則
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
(
九
一
条
五
号
・
七
号
)
。
常
務
役
員
の
兼
職
に
つ
い
て
も
、
当
然
に
独
占
禁
止
法
の
こ
れ
ら
の

規
定
の
適
用
が
あ
る
。

商
法
二
六
四
条
は
「
取
締
役
ガ
自
己
又
ハ
第
三
者
ノ
為
ニ
会
社
ノ
営
業
ノ
部
類
ニ
属
ス
ル
取
引
ヲ
為
ス
ニ
ハ
取
締
役
会
ニ
蛤
テ
其
ノ

取
引
ニ
付
重
要
ナ
ル
事
実
ヲ
開
示
シ
其
ノ
承
認
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
L

と
規
定
し
、
取
締
役
の
競
業
避
止
義
務
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

四
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保険会社の取締役等の兼職制限

昭
和
一
三
年
改
正
商
法
の
「
取
締
役
ハ
:
:
:
同
種
ノ
営
業
ヲ
目
的
ト
ス
ル
他
ノ
会
社
ノ
無
限
責
任
社
員
若
ハ
取
締
役
ト
為
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
」

と
の
部
分
を
、
昭
和
二
五
年
改
正
商
法
(
昭
和
二
五
年
法
律
第
一
六
七
号
)
は
、
削
除
し
て
い
る
。
こ
の
改
正
の
理
由
と
し
て
、
第
一
に
、

昭
和
二
五
年
改
正
法
は
、
新
し
く
取
締
役
会
制
度
を
採
用
し
た
結
果
、
取
締
役
は
、
も
は
や
会
社
の
機
関
で
な
く
、
し
た
が
っ
て
取
締
役
に

つ
い
て
競
業
避
止
義
務
を
認
め
る
必
要
は
な
く
、
ま
た
代
表
取
締
役
に
つ
い
て
は
第
三
者
の
た
め
に
会
社
の
営
業
の
部
類
に
属
す
る
取
引
を

な
す
こ
と
に
な
る
か
ら
、
結
局
、
取
締
役
が
同
種
の
営
業
を
目
的
と
す
る
他
の
会
社
の
取
締
役
と
な
る
場
合
に
つ
い
て
は
と
く
に
規
定
す
る

必
要
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
大
隅
健
一
郎
博
士
は
、
立
法
上
、
取
締
役
の
競
業
禁
止
に
つ
い
て

定
め
る
以
上
、
単
に
会
社
の
営
業
の
部
類
に
属
す
る
取
引
を
な
す
こ
と
を
と
ら
え
る
の
み
な
ら
ず
、
同
種
の
営
業
を
目
的
と
す
る
他
の
会
社

の
無
限
責
任
社
員
ま
た
は
取
締
役
と
な
る
こ
と
を
も
と
ら
え
る
方
が
適
当
で
あ
る
、
と
説
い
て
い
釘
r

第
二
に
、
取
締
役
が
他
の
競
争
会
社

の
役
員
と
な
る
こ
と
は
独
占
禁
止
法
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
る
か
ら
(
一
三
条
)
、
商
法
で
は
と
く
に
取
締
役
が
同
種
の
営
業
を
目
的
と
す
る

他
の
会
社
の
無
限
責
任
社
員
ま
た
は
取
締
役
と
な
る
こ
と
ま
で
も
禁
止
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
も
、
大
隅
健
一
郎
博
士
は
、
独
占
禁
止
法
は
、
私
的
独
占
ま
た
は
不
当
な
取
引
制
限
を
排
除
し
て
自
由
か
つ
公
正
な
取
引
の
確

保
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
取
締
役
の
競
争
的
行
為
を
排
除
し
て
そ
の
会
社
の
利
益
の
保
護
を
は
か
ろ
う
と
す
る
商
法
の
競
業

禁
止
の
制
度
と
は
、
本
来
そ
の
目
的
を
異
に
す
る
、
と
批
判
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
現
行
商
法
二
六
四
条
一
項
の
解
釈
と
し
て
は
、
取
締
役
が
会
社
と
同
種
の
営
業
を
目
的
と
す
る
他
の
会
社
の
無
限
責
任

社
員
ま
た
は
取
締
役
と
な
る
こ
と
は
、
独
占
禁
止
法
に
紙
触
し
な
い
か
ぎ
り
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
合
名
会
社
や
合
資

会
社
の
代
表
社
員
ま
た
は
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
と
な
る
場
合
に
も
異
な
ら
な
い
が
、
た
だ
、
取
締
役
が
会
社
と
同
種
の
営
業
を
目
的
と

す
る
他
の
会
社
の
代
表
社
員
ま
た
は
代
表
取
締
役
と
し
て
、
そ
の
会
社
の
た
め
に
代
表
行
為
を
す
る
場
合
に
は
、
第
三
者
の
た
め
に
会
社
の

営
業
の
部
類
に
属
す
る
取
引
を
な
す
こ
と
に
あ
た
る
こ
と
と
な
り
う
る
の
で
、
そ
の
結
果
、
商
法
二
六
四
条
の
競
業
避
止
義
務
に
関
す
る
規

北法38(5-6・II・297)1647



説

定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
取
締
役
会
に
お
い
て
、
同
種
の
営
業
を
目
的
と
す
る
他
の
会
社
の
代
表
社
員
ま
た

は
代
表
取
締
役
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
会
社
の
目
的
で
あ
る
事
業
の
種
類
・
性
質
・
規
模
な
ど
事
業
内
容
の
判
断
の
資
料
と
な
る
重

要
事
項
を
開
示
し
て
承
認
を
受
け
れ
ば
、
個
別
的
な
取
引
ご
と
に
取
締
役
会
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
ま
で
要
求
さ
れ
な
い
と
解
す
る
。

保
険
会
社
の
常
務
役
員
等
が
主
務
大
臣
の
認
可
を
え
て
、
他
の
会
社
の
常
務
役
員
等
と
な
っ
た
場
合
で
も
、
両
会
社
相
互
間
の
取
引
に
つ

い
て
は
、
両
会
社
の
取
締
役
会
の
承
認
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
(
商
法
二
六
五
条
)
。

五
相
互
会
社
の
機
関
に
つ
い
て
も
商
法
の
規
定
を
準
用
し
て
い
る
。
保
険
業
法
六

O
条
は
、
商
法
二
五
四
条
一
項
・
三
項
、
二
五
四
条

ノ
こ
か
ら
二
五
六
条
ま
で
、
二
五
七
条
一
項
・
三
項
・
四
項
、
二
五
八
条
か
ら
二
六
二
条
ま
で
、
二
六
五
条
か
ら
二
六
六
ノ
三
ま
で
お
よ
び

二
六
九
条
か
ら
二
七
二
条
ま
で
の
規
定
を
相
互
会
社
の
取
締
役
に
準
用
し
て
い
る
。
商
法
二
六
四
条
の
取
締
役
の
競
業
避
止
義
務
の
規
定
に

つ
い
て
は
準
用
し
て
い
な
い
。
他
方
、
商
法
二
六
六
条
の
取
締
役
の
会
社
に
対
す
る
責
任
の
規
定
は
準
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
同
条
四

項
は
「
取
締
役
ガ
第
二
六
四
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
違
反
シ
テ
取
引
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
取
引
ニ
因
リ
取
締
役
又
ハ
第
三
者
ガ
得
タ
ル
利

益
ノ
額
ハ
第
一
項
ノ
会
社
ノ
蒙
リ
タ
ル
損
害
額
ト
推
定
ス
:
:
:
」
と
規
定
し
て
い
る
。
保
険
業
法
六

O
条
は
、
商
法
二
六
四
条
の
規
定
を
準

用
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
商
法
二
六
六
条
を
準
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
同
条
四
項
を
除
く
旨
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

論

あ
り
、
こ
の
点
法
律
の
体
裁
と
し
て
は
不
備
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

保
険
業
法
が
、
相
互
会
社
の
取
締
役
に
つ
い
て
、
商
法
二
六
四
条
の
競
業
避
止
義
務
の
規
定
を
準
用
し
て
い
な
い
の
は
、
お
そ
ら
く
、
常

務
役
員
等
の
兼
職
制
限
を
定
め
た
保
険
業
法
六
条
に
ゆ
だ
ね
る
趣
旨
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
株
式
会
社
の
取
締
役
に
つ
き
競
業
避
止
義
務

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
の
に
相
互
会
社
の
取
締
役
が
そ
の
適
用
を
受
け
な
い
と
す
る
の
は
妥
当
性
を
欠
く
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、

取
締
役
の
競
業
避
止
義
務
の
趣
旨
は
、
取
締
役
が
善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
委
任
事
務
を
処
理
す
る
義
務
を
負
い
(
商
法
二
五
四
条

三
項
、
民
法
六
四
四
条
)
、
か
つ
会
社
の
た
め
に
忠
実
に
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
か
ら
(
商
法
二
五
四
条
ノ
三
)
、
自
己
の
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個
人
的
利
益
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
会
社
の
利
益
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
取
締
役
が
そ
の
地
位
に
基

づ
い
て
知
り
え
た
会
社
の
営
業
に
関
す
る
機
密
を
利
用
し
て
、
会
社
の
利
益
を
排
除
ま
た
は
侵
害
し
て
、
自
己
の
個
人
的
利
益
を
図
る
こ
と

を
禁
止
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
保
険
業
法
に
お
け
る
常
務
役
員
等
の
兼
職
制
限
の
趣
旨
は
、
常
務
役
員
等
が
他
の
会
社
の
事

業
に
関
係
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
険
契
約
の
締
結
、
保
険
会
社
の
資
産
運
用
等
の
面
で
弊
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
そ
れ
を
防
止
し
、

か
つ
保
険
事
業
の
健
全
性
を
維
持
す
る
と
と
も
に
こ
れ
ら
の
役
員
等
に
つ
い
て
保
険
事
業
に
専
念
さ
せ
て
精
力
が
分
散
さ
れ
る
こ
と
の
な
い

よ
う
図
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
り
、
も
と
よ
り
、
商
法
で
定
め
る
取
締
役
の
競
業
避
止
義
務
の
趣
旨
と
は
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
相
互
会
社
の
取
締
役
に
つ
い
て
と
く
に
商
法
に
定
め
る
競
業
避
止
義
務
を
免
れ
さ
せ
る
必
要
は
な
く
、
株
式
会
社
の
場
合
と

保険会社の取締役等の兼職制限

別
異
に
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
。

六
昭
和
二
五
年
の
保
険
業
法
改
正
法
律
最
終
草
案
(
国
会
提
案
に
は
至
ら
な
か
っ
た

)
O
て

O
九
条
一
項
は
「
保
険
事
業
者
の
役
員

又
は
職
員
(
継
続
し
て
保
険
事
業
者
の
業
務
に
従
事
す
る
者
で
あ
っ
て
役
員
以
外
の
も
の
を
い
う
。
)
は
、
他
の
同
種
類
の
保
険
事
業
を
営
む

保
険
事
業
者
若
し
く
は
損
害
保
険
代
理
店
に
地
位
を
占
め
、
文
は
生
命
保
険
募
集
人
若
し
く
は
損
害
保
険
査
定
人
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
」

と
規
定
し
、
同
条
二
項
は
寸
保
険
事
業
者
の
役
員
又
は
『
職
員
』
は
、
証
券
業
を
営
む
会
社
に
地
位
を
占
め
又
は
証
券
業
を
営
ん
で
は
な
ら

な
い
L

と
規
定
し
、
同
条
三
項
は
「
保
険
事
業
者
の
役
員
文
は
職
員
は
、
他
の
会
社
そ
の
他
の
法
人
若
し
く
は
そ
の
他
の
団
体
に
お
い
て
『
常

務
』
に
従
事
し
、
又
は
事
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
大
蔵
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
規
定
し
て
い

る。

一
O
条
は
「
前
条
第
三
項
但
書
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
に
左
の
書
類
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
常
務
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
他
の
会
社
又
は
組
合
が
、

O
一
、
一
一
の
免
許
を
受
け
た
保
険
会
社
文
は
、

一
五
の
設
立
の
認
可
を
受
け
た
保
険
組
合
で
あ
る
と
き
は
、
第
三
号
及
び
第
四
号
の
書
類
は
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
」
と
規
定

さ
ら
に
、
同
草
案

O
一、

O
五、
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説

し
て
い
る
。
な
お
、

O
て

論

一
一
条
は
保
険
事
業
の
免
許
に
関
す
る
規
定
で
、
一
項
は
「
保
険
事
業
は
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
大
蔵
大
臣
の
免
許
(
保
険
組
合
に
あ
っ
て
は
、
大
蔵
大
臣
の
設
立
の
認
可
)
を
受
け
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
但

し
、
別
に
法
律
で
定
め
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
L

と
規
定
し
て
お
り
、

O
五
、
一
五
条
は
、
保
険
組
合
の
設
立
の
認
可
に
関
す
る
規
定

r、
一
項
は
「
:
:
:
そ
の
事
業
が
健
全
に
行
は
れ
公
益
に
反
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
そ
の
設
立
を
認
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
規
定
し
て
い
る
。

同
草
案

O

て

O
九
条
一
項
は
、
第
一
に
、
兼
職
制
限
の
対
象
と
な
る
者
に
「
職
員
」
を
含
め
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
職
員
と
は
、
同
条

一
項
の
規
定
に
あ
る
よ
う
に
「
継
続
し
て
保
険
事
業
者
の
業
務
に
従
事
す
る
者
で
あ
っ
て
役
員
以
外
の
も
の
」
で
あ
る
。
保
険
事
業
者
の
使

用
人
は
、
通
常
こ
れ
に
あ
た
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
保
険
業
法
で
、
と
く
に
職
員
の
兼
職
制
限
ま
で
規
定
す
る
必
要
は
な
く
、
労
働
協
約
や

就
業
規
則
に
ゆ
だ
ね
れ
ば
足
り
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
現
行
保
険
業
法
六
条
は
、
兼
職
制
限
の
適
用
を
受
け
る
者
は
、
「
保
険
会
社
ノ
常
務

ニ
従
事
ス
ル
」
取
締
役
等
で
あ
る
の
に
、
同
草
案

O
一、

O
九
条
一
項
で
は
、
常
務
に
従
事
す
る
か
否
か
を
問
わ
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の

点
は
、
同
条
二
項
お
よ
び
三
項
も
同
じ
で
あ
る
。
第
二
に
、
保
険
事
業
者
の
役
員
ま
た
は
職
員
は
、
他
の
同
種
類
の
保
険
事
業
を
営
む
保
険

事
業
者
も
し
く
は
損
害
保
険
代
理
屈
に
地
位
を
占
め
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
が
、
前
者
の
「
他
の
同
種
類
の
保
険
事
業
を
営
む
保

険
事
業
者
」
に
地
位
を
占
め
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
点
は
、
競
業
避
止
義
務
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
地
位
を
占
め
」
る
と
い
う
こ
と
の

内
容
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
「
損
害
保
険
代
理
屈
し
に
地
位
を
占
め
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
点
は
、
そ
の
趣
旨
必
ず
し
も
明
ら
か
と
は

い
え
な
い
。
保
険
募
集
の
取
締
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
三
年
法
律
第
一
七
一
号
。
以
下
、
保
険
募
集
法
と
い
う
)
二
条
二
項
は
ご
」
の
法

律
に
お
い
て
『
損
害
保
険
代
理
屈
』
と
は
、
損
害
保
険
会
社
の
委
託
を
受
け
て
、
そ
の
保
険
会
社
の
た
め
に
損
害
保
険
契
約
の
締
結
の
代
理

を
な
す
者
:
:
:
で
、
そ
の
保
険
会
社
の
役
員
又
は
使
用
人
で
な
い
も
の
を
い
う
L

と
規
定
し
て
い
る
。
損
害
保
険
会
社
の
役
員
ま
た
は
使
用

人
は
、
損
害
保
険
の
募
集
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
(
保
険
募
集
法
九
条
)
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
者
の
募
集
は
、
損
害
保
険
契
約
の
締
結
の
代
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理
で
は
な
く
、
締
結
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
損
害
保
険
会
社
の
役
員
ま
た
は
職
員
が
損
害
保
険
代
理
屈
の
役
員
と
な
る
よ
う
な
場
合
、

双
方
代
理
に
類
似
の
関
係
が
生
じ
、
弊
害
が
生
ず
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
損
害
保
険
代
理
屈
に
「
地
位
を
占
め
る
」

と
い
う
こ
と
の
内
容
は
明
ら
か
で
な
く
、
解
釈
に
よ
っ
て
は
広
が
り
を
み
る
可
能
性
が
あ
り
、
損
害
保
険
代
理
屈
に
対
し
て
援
助
・
指
導
す

る
こ
と
は
実
際
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
実
態
に
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
地

位
を
占
め
る
」
こ
と
の
内
容
を
限
定
す
る
な
ど
し
て
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
第
三
に
、
損
害
保
険
事
業
者
の
役
員
ま
た
は
職
員
は
、

い
わ
ば

保険会社の取締役等の兼職制限

損
害
保
険
査
定
人
と
な
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。

損
害
保
険
査
定
人
に
つ
い
て
は
、
同
草
案
第
九
章
に
規
定
し
て
い
る
。

O
九、

O
一
条
一
項
は
「
『
損
害
査
定
人
』
と
は
、
火
災
保
険
の
保

険
事
故
発
生
の
際
、
損
害
保
険
事
業
者
若
し
く
は
外
国
損
害
保
険
事
業
者
又
は
被
保
険
者
の
委
嘱
に
よ
り
、
報
酬
を
得
て
損
害
査
定
を
な
す

こ
と
を
業
と
す
る
も
の
を
い
う
」
と
規
定
し
、
同
条
二
項
は
「
『
損
害
査
定
』
と
は
、
損
害
の
原
因
の
調
査
又
は
保
険
契
約
の
目
的
の
価
額
若

し
く
は
損
害
額
の
鑑
定
を
な
す
こ
と
を
い
う
」
と
規
定
す
る
な
ど
損
害
査
定
人
に
関
す
る
一
連
の
規
定
を
設
け
て
い
る
。
な
お
、
昭
和
五

O

年
四
月
に
日
本
損
害
保
険
協
会
に
よ
り
、
車
両
保
険
お
よ
び
対
物
賠
償
責
任
保
険
の
損
害
調
査
を
行
う
新
た
な
資
格
制
度
と
し
て
「
ア
ジ
ヤ

ス
タ
l
制
度
」
が
発
足
し
て
い
る
が
、
こ
の
ア
ジ
ャ
ス
タ
ー
が
こ
こ
で
い
う
損
害
保
険
査
定
人
に
あ
た
る
の
か
ど
う
か
。
ま
た
、
約
款
で
、

評
価
人
お
よ
び
裁
定
人
に
関
す
る
規
定
を
お
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
火
災
保
険
普
通
保
険
約
款
(
一
般
物
件
用
)
二

O
条
一
項
は
「
保
険
価

額
ま
た
は
損
害
の
額
も
し
く
は
傷
害
の
程
度
に
つ
い
て
、
当
会
社
と
保
険
契
約
者
、
被
保
険
者
ま
た
は
保
険
金
を
受
け
取
る
べ
き
者
と
の
聞

に
争
い
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
争
い
は
当
事
者
双
方
が
書
面
に
よ
っ
て
選
定
す
る
各
一
名
ず
つ
の
評
価
人
の
判
断
に
ま
か
せ
ま
す
。
も
し
、

評
価
人
の
間
で
意
見
が
一
致
し
な
い
と
き
は
、
双
方
の
評
価
人
が
選
定
す
る
一
名
の
裁
定
人
が
こ
れ
を
裁
定
す
る
も
の
と
し
ま
す
L

と
規
定

し
て
い
る
。
各
種
の
約
款
に
も
同
趣
旨
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
評
価
人
や
裁
定
人
も
ま
た
損
害
保
険
査
定
人
に
あ
た
る
の

か
、
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
公
正
に
、
保
険
価
額
や
損
害
額
を
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
損
害
保
険
会
社
の
役
員
等
は
、
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説

こ
れ
ら
の
評
価
人
や
裁
定
人
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
保
険
計
理
人
(
保
険
業
法
八
九
条
)
に
つ
い
て
も
同
様
で

あ
る
。

論

同
草
案
で
は
、
生
命
保
険
事
業
者
の
役
員
ま
た
は
職
員
が
他
の
同
種
類
の
保
険
事
業
者
に
地
位
を
占
め
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
損
害
保

険
事
業
者
の
役
員
ま
た
は
職
員
の
場
合
と
同
じ
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
ま
た
同
草
案
で
は
生
命
保
険
事
業
者
の
役
員
ま
た
は
職
員
が
生
命
保

険
募
集
人
と
な
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
保
険
募
集
法
二
条
は
、
生
命
保
険
募
集
人
の
定
義
と
し
て
、
生
命
保
険
会
社
の
役
員
(
代
表

役
員
お
よ
び
監
査
役
を
除
く
)
ま
た
は
使
用
人
を
含
め
て
お
り
、
生
命
保
険
事
業
者
の
役
員
ま
た
は
使
用
人
も
保
険
募
集
人
と
な
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
同
草
案
二
一
、
四
五
条
二
項
は
「
生
命
保
険
募
集
人
は
、
他
の
生
命
保
険
事
業
者
の
役
員
又
は
使
用
人
を
兼
ね
、
又
は

他
の
生
命
保
険
事
業
者
の
委
託
を
受
け
て
募
集
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
生
命
保
険
事

業
者
の
役
員
ま
た
は
使
用
人
が
自
己
の
生
命
保
険
事
業
者
の
た
め
の
生
命
保
険
募
集
人
と
な
る
こ
と
は
も
と
よ
り
可
能
で
あ
る
。
た
だ
、
こ

の
草
案
で
は
、
生
命
保
険
事
業
者
の
役
員
等
は
、
生
命
保
険
募
集
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
体
裁
の
規
定
で
あ
り
妥
当
で
な
い
。

同
草
案
。
一
、

O
九
条
二
項
は
「
保
険
事
業
者
の
役
員
又
は
『
職
員
』
は
、
証
券
業
を
営
む
会
社
に
地
位
を
占
め
文
は
証
券
業
を
営
ん
で

は
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
と
く
に
証
券
業
と
の
兼
職
を
制
限
し
た
趣
旨
は
な
に
か
、
証
券
業
と
の
兼
職
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て

ど
の
よ
う
な
弊
窓
口
が
生
ず
る
の
か
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
比
較
的
新
し
い
立
法
で
あ
る
銀
行
法
七
条
も
「
銀
行
の
常
務
に
従
事
す
る
取
締
役

は
、
大
蔵
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
場
合
を
除
く
ほ
か
、
他
の
会
社
の
常
務
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
注

目
さ
れ
る
。

同
草
案

O
て

O
九
条
三
項
は
、
基
本
的
に
現
行
保
険
業
法
六
条
と
同
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
が
、
現
行
保
険
業
法
六
条
は
、
兼
職
制
限
の

対
象
と
な
る
者
は
、
保
険
会
社
の
常
務
役
員
等
に
限
定
し
て
い
る
の
に
、
同
草
案
で
は
、
「
常
務
」
役
員
等
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
な
い
の
で

あ
る
が
、
常
務
に
従
事
し
て
い
な
い
役
員
等
に
も
拡
大
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
ま
た
、
同
草
案
で
は
「
他
の
会
社
そ
の
他
の
法
人
若
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し
く
は
そ
の
他
の
団
体
に
お
い
て
」
常
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。
現
行
保
険
業
法
六
条
は
、
寸
他
ノ
会
社
ノ
常
務
」
に
従
事
す

る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
も
広
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
し
、
現
行
銀
行
法
も
ま
た
他
の
会

社
の
常
務
に
従
事
す
る
こ
と
だ
け
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
同
草
案
で
は
、
事
業
を
営
む
こ
と
を
も

禁
止
し
て
い
る
。
商
法
四
一
条
は
、
支
配
人
に
つ
い
て
営
業
禁
止
の
規
定
を
お
い
て
い
る
が
、
商
法
上
取
締
役
に
つ
い
て
は
と
く
に
営
業
禁

止
の
規
定
を
設
け
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
保
険
業
法
で
と
く
に
事
業
を
営
む
こ
と
の
禁
止
規
定
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
疑
問
で
あ
る
。

草
案
の
役
員
の
兼
職
ま
た
は
兼
業
の
制
限
規
定
に
つ
い
て
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
よ
り
綿
密
に
検
討
を
要
す
る
問
題
を
含
ん
で
い
る
の
で

あ
る
。

保険会社の取締役等の兼職制限

(
1
)
西
原
寛
一
・
銀
行
法
解
説
(
昭
和
二
年
、
日
本
評
論
社
)
八
八
頁
参
照
。
な
お
、
保
険
業
法
研
究
会
・
前
掲
書
五
九
頁
は
、
社
長
、
副
社
長
、

専
務
取
締
役
、
常
務
取
締
役
の
名
称
を
有
す
る
も
の
は
、
た
と
え
常
務
に
従
事
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
兼
職
制
限
の
適
用
が
あ
る
と
解
し
て

い
る
が
、
保
険
業
法
六
条
は
、
兼
職
制
限
の
適
用
を
受
け
る
者
を
「
常
務
一
一
従
事
ス
ル
L

取
締
役
等
に
か
ぎ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
見

解
に
は
賛
成
し
が
た
い
。

(
2
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
石
田
・
保
険
業
法
の
研
究
I
(昭
和
六
一
年
、
文
虞
堂
)
一
六
七
頁
以
下
参
照
。

(
3
)
西
原
・
前
掲
書
八
八
頁
・
八
九
頁
、
大
蔵
省
銀
行
局
編
・
金
融
関
係
法
I
(昭
和
二
八
年
、
日
本
評
論
新
社
)
一
一

O
頁
、
高
橋
編
・
前
掲
書

四
O
頁
参
照
。

(
4
)
高
橋
編
・
前
掲
書
二
六
七
頁
。

(5)
三
浦
義
道
・
改
正
保
険
業
法
解
説
(
昭
和
一
五
年
、
巌
松
堂
)
七
一
頁
。

(6)
青
谷
和
夫
監
修
・
コ
ン
メ
ン
タ
i
ル
保
険
業
法

ω(昭
和
四
九
年
、
千
倉
書
房
)
二
一
九
頁
。

(
7
)
大
隅
健
一
郎
・
会
社
法
の
諸
問
題
〔
増
補
版
〕
(
昭
和
三
七
年
、
有
信
堂
)
二
九
五
頁
。

(8)
西
本
寛
一
・
株
式
会
社
重
役
論
(
昭
和
二
六
年
、
布
井
書
房
)
九
八
頁
。
な
お
、
昭
和
二
五
年
の
商
法
改
正
当
時
の
独
占
禁
止
法
二
ニ
条
の
規
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説

定
は
、
会
社
の
役
員
ま
た
は
従
業
員
は
、
そ
の
会
社
と
競
争
関
係
に
あ
る
他
の
会
社
の
役
員
の
地
位
を
兼
ね
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
た
。

現
行
独
占
禁
止
法
の
役
員
兼
任
の
規
定
よ
り
も
厳
し
い
と
い
え
よ
う
。

(9)
大
隅
・
前
掲
書
二
九
五
頁
・
二
九
六
頁
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
間
輝
雄
・
新
版
注
釈
会
社
法
附
株
式
会
社
の
機
関

ω(昭
和
六
二

年
、
有
斐
閣
)
一
一
一
一
頁
・
二
一
二
頁
参
照
。

(
叩
)
兼
任
取
締
役
の
直
接
取
引
に
つ
き
、
判
例
は
、
約
束
手
形
の
振
出
人
で
あ
る
会
社
の
取
締
役
が
、
た
と
え
そ
の
振
出
名
義
を
他
の
代
表
取
締
役

名
義
を
も
っ
て
し
た
場
合
で
も
、
受
取
人
で
あ
る
会
社
の
取
締
役
を
兼
ね
て
い
る
と
き
は
、
商
法
二
六
五
条
の
適
用
が
あ
る
、
と
判
示
し
、
(
東
京

地
判
昭
和
一
ニ

O
年
一

O
月
二
一
白
下
級
民
集
六
巻
一

O
号
ニ
ニ
一
一
頁
)
、
ま
た
、
会
社
が
自
己
の
代
表
取
締
役
が
代
表
取
締
役
を
兼
ね
て
い
る
他

の
会
社
に
対
し
手
形
を
振
出
す
行
為
は
、
事
実
上
別
人
が
他
の
会
社
の
経
営
の
責
任
者
で
あ
っ
て
も
、
商
法
二
六
五
条
に
い
わ
ゆ
る
取
引
に
あ
た

る
、
と
判
示
し
(
東
京
地
判
昭
和
四
三
年
六
月
一

O
日
訟
務
月
報
一
四
巻
八
号
八
六
六
頁
。
同
趣
旨
の
判
例
と
し
て
、
東
京
高
判
昭
和
四
五
年
九

月
二
二
日
判
例
時
報
六
一
二
号
八
四
頁
て
さ
ら
に
、
甲
会
社
の
代
表
取
締
役
が
乙
会
社
の
取
締
役
を
兼
ね
て
い
る
場
合
、
そ
の
者
が
乙
会
社
の
名

目
的
取
締
役
に
す
ぎ
な
く
て
も
、
甲
乙
聞
の
取
引
に
は
商
法
二
六
五
条
の
適
用
が
あ
る
、
と
判
示
し
(
東
京
地
判
昭
和
四
五
年
二
月
一

O
日
判
例

時
報
五
九
五
号
九
一
頁
)
、
ま
た
、
代
表
取
締
役
が
会
社
を
代
表
し
て
自
己
が
取
締
役
で
あ
る
他
の
会
社
を
支
払
人
と
す
る
為
替
手
形
を
自
己
指
図

で
振
出
し
、
そ
の
会
社
が
振
出
人
兼
所
持
人
で
あ
る
会
社
の
求
め
に
応
じ
て
引
受
行
為
を
す
る
の
は
、
支
払
人
会
社
の
取
締
役
が
第
三
者
た
る
振

出
人
兼
所
持
人
会
社
の
た
め
に
こ
れ
を
代
表
し
て
支
払
人
会
社
と
取
引
し
た
も
の
で
あ
り
、
特
段
の
事
由
の
な
い
限
り
右
取
引
は
商
法
二
六
五
条

の
規
定
す
る
直
接
取
引
に
あ
た
る
、
と
判
示
し
(
大
阪
高
判
昭
和
四
五
年
八
月
二
九
日
高
裁
民
集
二
三
巻
三
号
四
九
八
頁
)
、
最
高
裁
判
決
と
し
て
、

会
社
が
自
己
の
取
締
役
が
代
表
取
締
役
を
兼
ね
て
い
る
他
の
会
社
に
宛
て
て
約
束
手
形
を
振
出
す
行
為
も
、
原
則
と
し
て
商
法
二
六
五
条
に
い
わ

ゆ
る
取
引
に
あ
た
る
、
と
判
示
し
(
最
高
〔
一
小
〕
判
昭
和
四
六
年
一
二
月
一
一
一
二
日
判
例
時
報
六
五
六
号
八
五
頁
て
ま
た
、
同
一
人
が
二
個
の
会

社
の
代
表
取
締
役
を
兼
ね
て
い
る
場
合
に
は
、
両
会
社
相
互
の
取
引
に
つ
い
て
も
商
法
二
六
五
条
の
適
用
が
あ
り
、
両
会
社
の
取
締
役
会
の
承
認

が
必
要
で
あ
る
、
と
判
示
し
て
い
る
(
東
京
地
判
昭
和
四
七
年
二
月
一
四
日
判
例
時
報
六
六
八
号
八
五
頁
)
。
な
お
、
会
社
の
手
形
振
出
に
つ
き
、

会
社
の
取
締
役
が
受
取
人
で
あ
る
会
社
の
代
表
者
で
あ
る
結
果
、
右
手
形
振
出
が
商
法
二
六
五
条
の
取
引
に
あ
た
る
か
否
か
は
、
右
取
締
役
が
受

取
人
会
社
の
実
質
上
の
代
表
取
締
役
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
、
こ
と
の
実
質
に
即
し
て
決
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
判
決
例
も
あ
る
(
東
京

地
判
昭
和
五
五
年
一
一
月
二
八
日
判
例
時
報
九
九
四
号
一

O
五
頁
)
。
ま
た
、
手
形
の
振
出
人
で
あ
る
会
社
の
取
締
役
社
長
が
、
同
時
に
受
取
人
で

あ
る
銀
行
の
専
務
取
締
役
で
あ
る
と
い
う
一
事
を
も
っ
て
、
直
ち
に
同
人
が
右
取
引
に
つ
き
両
会
社
を
代
表
し
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す

論
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保険会社の取締役等の兼職制限

る
判
決
例
(
東
京
地
判
昭
和
六
年
一
月
三

O
日
法
律
新
聞
三
二
六
七
号
四
頁
)
も
あ
っ
た
。

兼
任
取
締
役
の
間
接
取
引
に
つ
き
、
甲
会
社
の
代
表
取
締
役
が
甲
会
社
を
代
表
し
て
、
自
己
が
代
表
取
締
役
を
兼
ね
て
い
る
乙
会
社
の
債
務
を

引
受
け
る
に
は
、
甲
会
社
の
取
締
役
会
の
承
認
を
必
要
と
す
る
判
決
例
(
東
京
地
判
昭
和
三
六
年
九
月
一
一
日
下
級
民
集
一
二
巻
九
号
二
二
二
六

頁
)
、
甲
乙
両
会
社
の
代
表
取
締
役
を
兼
ね
て
い
る
者
が
、
乙
会
社
の
債
務
を
担
保
す
る
た
め
に
甲
会
社
を
代
表
し
て
そ
の
財
産
に
抵
当
権
を
設
定

し
た
と
き
は
商
法
二
六
五
条
が
適
用
さ
れ
る
と
す
る
判
決
例
(
東
京
地
判
昭
和
三
八
年
一
月
三

O
日
下
級
民
集
一
四
巻
一
号
一
二
七
頁
)
、
ま
た
、

甲
会
社
の
代
表
取
締
役
で
あ
る
者
が
、
甲
会
社
を
代
表
し
て
、
自
己
が
代
表
取
締
役
を
し
て
い
る
乙
会
社
の
債
務
の
保
証
を
す
る
に
は
、
商
法
二

六
五
条
を
類
推
適
用
し
て
甲
会
社
の
取
締
役
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
判
決
例
が
あ
る
(
大
阪
高
判
昭
和
四

O
年
一

O
月
一
九

日
高
裁
民
集
一
八
巻
六
号
五

O
五
頁
)
。
最
高
裁
判
決
と
し
て
、
甲
乙
商
会
社
の
代
表
取
締
役
を
兼
ね
て
い
る
者
が
、
甲
会
社
の
債
務
に
つ
き
、
乙

会
社
を
代
表
し
て
す
る
保
証
は
、
甲
会
社
の
利
益
に
し
て
、
乙
会
社
に
不
利
益
を
及
ぼ
す
行
為
で
あ
っ
て
、
商
法
二
六
五
条
に
い
う
取
締
役
が
第

三
者
の
た
め
に
す
る
取
引
に
あ
た
る
と
す
る
判
決
例
(
最
高
〔
一
小
〕
判
昭
和
四
五
年
四
月
二
三
日
民
集
二
四
巻
四
号
三
六
回
頁
て
ま
た
、
甲
乙

両
会
社
の
取
締
役
が
実
質
上
自
己
が
代
表
取
締
役
で
あ
る
甲
会
社
の
債
務
に
つ
い
て
、
個
人
と
し
て
連
帯
保
証
す
る
と
と
も
に
、
乙
会
社
を
表
見

的
に
代
表
し
連
帯
保
証
を
し
た
行
為
は
、
商
法
二
六
五
条
に
い
う
取
締
役
が
第
三
者
の
た
め
に
す
る
取
引
に
あ
た
る
と
す
る
判
決
例
も
あ
る
(
東

京
地
判
昭
和
四
九
年
一

O
月
一
五
日
下
級
民
集
二
五
巻
九
|
一
二
合
併
号
八
三
二
頁
)
。

な
お
、
昭
和
五
六
年
法
律
第
七
四
号
に
よ
り
、
商
法
二
六
五
条
一
項
は
「
会
社
ガ
取
締
役
ノ
債
務
ヲ
保
証
シ
其
ノ
他
取
締
役
以
外
ノ
者
ト
ノ
間

ニ
於
テ
会
社
ト
取
締
役
ト
ノ
利
益
相
反
ス
ル
取
引
ヲ
為
ス
ト
キ
亦
同
ジ
」
の
文
言
を
付
加
し
た
。
い
わ
ゆ
る
間
接
取
引
に
つ
い
て
も
利
益
相
反
取

引
に
あ
た
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

(
日
)
昭
和
二
五
年
一
一
月
に
、
保
険
募
集
法
、
損
害
保
険
料
率
算
出
団
体
に
関
す
る
法
律
お
よ
び
外
国
保
険
事
業
者
に
関
す
る
法
律
の
す
べ
て
を
含

み
、
さ
ら
に
保
険
事
業
者
の
経
理
に
関
す
る
規
定
や
組
合
保
険
の
内
容
を
盛
っ
た
保
険
業
法
改
正
法
律
最
終
草
案
が
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
案

は
、
第
一

O
通
常
国
会
に
提
出
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
組
合
保
険
の
内
容
に
つ
い
て
は
協
同
組
合
関
係
者
の
強
い
反
対
が
あ
り
、
ま
た
生
損

保
両
業
界
か
ら
再
検
討
を
要
請
さ
れ
る
な
ど
し
て
、
国
会
提
案
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
生
命
保
険
協
会
編
・
昭
和
生
命

保
険
史
料
第
五
巻
再
建
整
備
期
(
昭
和
四
八
年
)
一
一

O
二
頁
以
下
参
照
。
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説

損
害
保
険
代
理
屈
と
競
業
避
止
義
務

論

損
害
保
険
代
理
屈
は
、
損
害
保
険
会
社
の
た
め
に
保
険
契
約
の
締
結
を
代
理
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
商
法
上
の
代
理

商
で
あ
る
。
商
法
上
、
代
理
商
と
は
、
商
人
の
使
用
人
で
は
な
く
、
一
定
の
商
人
の
た
め
に
平
常
す
な
わ
ち
継
続
的
に
、
そ
の
営
業
の
部
類

に
属
す
る
取
引
を
代
理
(
締
約
代
理
商
)
ま
た
は
媒
介
(
媒
介
代
理
商
)
す
る
も
の
で
あ
る
(
商
法
四
六
条
)
。

保
険
募
集
法
二
条
二
項
は
「
『
損
害
保
険
代
理
屈
』
と
は
、
損
害
保
険
会
社
の
委
託
を
受
け
て
、
そ
の
保
険
会
社
の
た
め
に
損
害
保
険
契
約

の
締
結
の
代
理
を
な
す
者
:
:
:
で
、
そ
の
保
険
会
社
の
役
員
文
は
使
用
人
で
な
い
も
の
を
い
う
」
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
損
害
保
険

代
理
屈
と
本
人
で
あ
る
損
害
保
険
会
社
と
の
法
律
関
係
は
、
損
害
保
険
代
理
屈
委
託
契
約
書
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。

代
理
商
は
、
本
人
の
許
諾
が
な
け
れ
ば
、
自
己
も
し
く
は
第
三
者
の
た
め
に
本
人
の
営
業
の
部
類
に
属
す
る
取
引
を
な
し
、
ま
た
は
同
種

の
営
業
を
目
的
と
す
る
会
社
の
無
限
責
任
社
員
も
し
く
は
取
締
役
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
(
商
法
四
八
条
一
項
)
、
代
理
商
の
競
業

避
止
義
務
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
た
だ
、
支
配
人
の
場
合
と
異
な
り
、
禁
止
の
範
囲
が
競
業
行
為
だ
け
に
限
ら
れ
、
一
般
に
営
業
を
な
し
、

ま
た
は
会
社
の
無
限
責
任
社
員
、
取
締
役
も
し
く
は
他
の
商
人
の
使
用
人
と
な
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
(
商
法
四
一
条
一
項
参
照
)
。
代
理

商
が
競
業
避
止
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
本
人
は
、
介
入
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
商
法
四
八
条
二
項
、
四
一
条
二
項
・
三
項
)
。

と
こ
ろ
で
、
損
害
保
険
代
理
屈
委
託
契
約
書
標
準
様
式
一
四
条
は
「
代
理
屈
は
、
他
の
保
険
会
社
と
損
害
保
険
代
理
屈
契
約
を
締
結
し
た

場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
会
社
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
(
一
項
て
ま
た
、
寸
代
理
屈
は
:
:
:
会
社
が
委
託
し
た

保
険
種
類
お
よ
び
こ
れ
に
類
似
す
る
保
険
に
つ
き
損
害
保
険
代
理
屈
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
会
社
の
承
認
を
得
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
(
二
項
て
さ
ら
に
「
代
理
屈
は
、
他
の
保
険
会
社
と
の
聞
に
締
結
さ
れ
た
損
害
保
険
代
理
屈
契
約
を
解
除
し
た
と

き
は
、
遅
滞
な
く
、
会
社
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
(
三
項
)
。
損
害
保
険
代
理
屈
が
会
社
の
承
諾
を
え
な
い
で
、
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保険会社の取締役等の兼職制限

他
の
会
社
と
代
理
屈
委
託
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
は
、
前
者
の
会
社
は
、
損
害
保
険
代
理
屈
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
こ
の
点
、
前
記
標
準
様
式
二

O
条
三
項
一
号
は
「
代
理
庖
が
こ
の
契
約
書
ま
た
は
付
属
約
定
書
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
」
、

「
何
時
で
も
、
文
書
に
よ
り
告
知
し
て
、
こ
の
契
約
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
お
り
、
損
害
保
険
代

理
屈
が
こ
の
会
社
の
承
諾
を
え
な
い
で
、
他
の
会
社
と
代
理
屈
委
託
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
は
、
こ
の
委
託
契
約
書
に
違
反
す
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
条
項
に
基
づ
い
て
前
者
の
会
社
は
、
損
害
保
険
代
理
屈
委
託
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

ニ
と
こ
ろ
で
、
独
占
禁
止
法
は
、
不
公
正
な
取
引
方
法
を
禁
止
し
て
い
る
(
二
条
九
項
・
一
九
条
)
。
不
公
正
な
取
引
方
法
と
は
「
相
手

方
の
事
業
活
動
を
不
当
に
拘
束
す
る
条
件
を
も
っ
て
取
引
す
る
こ
と
」
と
規
定
し
て
い
る
(
二
条
九
項
四
号
)
。
さ
ら
に
、
不
公
正
な
取
引
方

法
の
公
正
取
引
委
員
会
一
般
指
定
告
示
一
一
で
は
「
不
当
に
、
相
手
方
が
競
争
者
と
取
引
し
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
当
該
相
手
方
と
取
引

し
、
競
争
者
の
取
引
の
機
会
を
減
少
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
」
と
さ
れ
、
不
当
な
排
他
条
件
付
取
引
を
禁
止
し
て
い
る
。
こ
の
一
般
指

定
告
示
に
い
う
「
不
当
性
」
と
は
、
「
公
正
な
競
争
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
」
と
同
義
と
解
さ
れ
て
お
り
、
排
他
条
件
付
取
引
に
よ
り
競
争
者
の

市
場
接
近
が
不
当
に
阻
害
さ
れ
、
こ
れ
が
市
場
独
占
に
結
び
つ
く
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
と
解
さ
れ
て
い
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
損
害
保
険

代
理
屈
は
、
商
法
上
の
代
理
商
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
代
理
商
は
競
業
避
止
義
務
を
負
う
し
、
ま
た
上
述
の
委
託
契
約
書
に
反
し
た
場
合
に

は
、
代
理
店
委
託
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
独
占
禁
止
法
に
違
反
し
な
い
か
ど
う
か
が
当
然
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
商
法
上
、
代
理
商
に
競
業
避
止
義
務
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
代
理
屈
委
託
契
約
の
解
除
が
不
公
正
な
取
引
方
法
に
な
ら
な

い
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
商
法
上
、
代
理
商
に
競
業
避
止
義
務
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
お
よ
そ
独
占
禁
止
法
の
適
用
が
排

除
さ
れ
る
と
す
る
の
は
妥
当
で
な
く
、
そ
れ
が
「
公
正
な
競
争
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
」
が
あ
れ
ば
、
商
法
上
の
代
理
商
で
あ
っ
て
も
独
占
禁

止
法
の
適
用
を
免
れ
る
も
の
で
な
い
と
考
え
る
。
実
質
的
に
現
在
の
損
害
保
険
の
取
引
に
お
い
て
、
損
害
保
険
代
理
屈
に
競
業
避
止
義
務
に

基
づ
い
て
そ
の
違
反
の
場
合
に
代
理
屈
委
託
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
「
公
正
な
競
争
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
」
が
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
と
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説

い
え
よ
う
。

論

現
在
、
複
数
の
損
害
保
険
会
社
と
代
理
屈
委
託
契
約
を
締
結
し
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
乗
合
代
理
屈
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
保
険
募
集

法
一

O
条
は
、
生
命
保
険
募
集
人
に
つ
い
て
「
生
命
保
険
会
社
は
、
他
の
生
命
保
険
会
社
の
生
命
保
険
募
集
人
に
対
し
て
、
募
集
を
委
託
し

て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
(
一
項
て
さ
ら
に
「
生
命
保
険
募
集
人
は
、
他
の
生
命
保
険
会
社
の
役
員
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
の
使
用
人
を

兼
ね
、
又
は
他
の
生
命
保
険
会
社
の
委
託
を
受
け
て
募
集
を
行
い
、
若
し
く
は
他
の
生
命
保
険
会
社
の
委
託
を
受
け
て
募
集
を
行
う
者
の
役

員
若
し
く
は
使
用
人
と
し
て
募
集
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
規
定
し
(
二
項
)
、
乗
合
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
損
害
保
険
代
理
屈
に
つ
い

て
は
と
く
に
弊
警
が
な
い
と
い
う
理
由
で
禁
止
し
て
い
な
い
。
か
つ
て
大
正
一
三
年
に
は
、
大
都
市
に
所
在
す
る
損
害
保
険
代
理
屈
に
つ
い

て
は
五
社
ま
で
、
そ
の
他
は
三
社
ま
で
と
す
る
業
界
内
の
制
限
規
定
を
設
け
て
い
た
が
、
今
日
で
は
、
こ
の
よ
う
な
制
限
は
な
い
。

損
害
保
険
会
社
で
は
、
現
在
、
研
修
社
員
制
度
を
お
い
て
い
る
。
こ
の
制
度
は
、
将
来
代
理
屈
に
な
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
一
定
期
間

保
険
会
社
に
採
用
さ
れ
、
社
員
と
し
て
研
修
を
受
け
る
も
の
で
、
代
理
屈
研
修
生
と
か
特
別
研
修
生
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
保
険
会
社
と
し

て
は
、
こ
の
研
修
社
員
を
一
定
期
間
雇
用
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
固
定
給
や
研
修
費
用
を
投
資
し
、
専
属
代
理
屈
の
育
成
に
努
め
て
お
り
、

昭
和
五
五
年
改
定
の
ノ
ン
マ
リ
ン
代
理
屈
制
度
の
一
環
と
し
て
、
研
修
社
員
制
度
が
明
確
に
認
め
ら
れ
、
昭
和
五
五
年
六
月
二
五
日
付
の
大

蔵
省
銀
行
局
長
通
達
に
基
づ
き
、
研
修
社
員
に
対
し
て
研
修
後
四
ヵ
月
以
内
に
初
級
資
格
テ
ス
ト
ま
た
は
普
通
資
格
テ
ス
ト
の
合
格
を
義
務

づ
け
る
な
ど
の
手
当
を
し
た
。
研
修
社
員
を
経
た
代
理
屈
の
場
合
に
は
、
他
の
会
社
が
そ
の
者
を
し
て
乗
合
代
理
屈
に
し
た
り
、
ま
た
専
属

代
理
屈
と
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
む
し
ろ
公
正
な
競
争
を
害
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
所
属
の
損
害
保
険
会
社
と
し
て

は
、
そ
の
損
害
保
険
代
理
屈
が
競
業
避
止
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
代
理
屈
委
託
契
約
を
解
除
す
る
な
ど
の
方
法
を
採
っ
た
と
し
て
も

独
占
禁
止
法
に
反
す
る
も
の
で
な
い
と
考
え
る
。
こ
の
点
、
通
常
の
損
害
保
険
代
理
屈
の
場
合
と
は
異
な
る
解
釈
を
し
て
も
よ
い
と
考
え
る
。
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(
1
)
田
中
誠
二
・
新
版
経
済
法
概
説
〔
再
全
訂
版
〕
(
昭
和
五
三
年
、
千
倉
書
房
)
二
八
八
頁
。

(
2
)
同
趣
旨
の
も
の
と
し
て
、
今
村
成
和
・
独
占
禁
止
法
〔
新
版
〕
(
昭
和
五
三
年
、
有
斐
閣
)
一
三
八
頁
、
松
下
満
雄
「
商
品
の
流
通
機
構
」
現
代

企
業
法
講
座
第
四
巻
企
業
取
引
(
昭
和
六

O
年
、
東
京
大
学
出
版
会
)
一
三
九
頁
・
一
四

O
頁
、
江
頭
憲
治
郎
寸
代
理
商
の
競
業
避
止
義
務
と
独

占
禁
止
法
上
の
不
公
正
な
取
引
方
法
」
鈴
木
竹
雄
先
生
古
稀
記
念
・
現
代
商
法
学
の
課
題
上
(
昭
和
五

O
年
、
有
斐
閣
)
三
三
頁
以
下
。
学
説
の

詳
細
は
こ
れ
ら
に
譲
る
。

四

あ
と
が
き

保険会社の取締役等の兼職制限

現
在
、
各
国
の
保
険
監
督
法
の
改
正
の
動
向
を
見
極
め
、
今
日
の
保
険
事
業
を
め
ぐ
る
社
会
経
済
の
環
境
の
変
化
に
対
応
す
べ
く
保
険
業

法
(
外
国
保
険
事
業
者
に
関
す
る
法
律
を
含
む
)
や
保
険
募
集
の
取
締
に
関
す
る
法
律
等
の
見
直
し
が
論
議
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿

で
は
、
保
険
業
法
に
お
け
る
取
締
役
等
の
兼
職
制
限
を
中
心
に
、
さ
ら
に
損
害
保
険
代
理
庖
の
競
業
避
義
務
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
。

第
一
に
、
監
査
役
に
つ
い
て
は
、
保
険
業
法
六
条
も
銀
行
法
や
証
券
取
引
法
に
な
ら
っ
て
兼
職
制
限
の
対
象
か
ら
除
外
し
て
も
よ
い
こ
と

を
主
張
し
た
。
第
二
に
、
支
配
人
に
つ
い
て
も
、
商
法
で
一
応
兼
職
制
限
の
規
定
を
設
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
(
商
法
四
一
条
一
項
)
、
こ

の
点
に
つ
い
て
も
銀
行
法
や
証
券
取
引
法
と
同
じ
く
保
険
業
法
六
条
の
兼
職
制
限
の
対
象
か
ら
除
外
し
て
よ
い
こ
と
を
主
張
し
た
。

近
時
、
損
害
保
険
事
業
、
生
命
保
険
事
業
の
い
ず
れ
も
関
連
会
社
の
活
用
が
唱
え
ら
れ
実
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
観
点
か
ら

も
、
保
険
業
法
に
お
け
る
取
締
役
等
の
兼
職
制
限
は
、
上
述
の
よ
う
に
限
定
的
で
あ
っ
て
も
差
し
支
え
な
く
、
監
督
官
庁
が
そ
こ
ま
で
深
く

干
渉
す
る
必
要
は
な
く
、
保
険
会
社
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
て
も
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
損
害
査
定
人
や
保
険
計
理
人
(
保
険

業
法
八
九
条
)
に
つ
い
て
も
、
そ
の
職
務
の
性
質
上
兼
職
制
限
の
対
象
に
加
え
る
べ
き
か
、
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
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A Restriction of Interlocking Officers in Insurance Companies 

Mitsuru ISHlDA' 

The provision of Article 6 of ]apanese Insurance Business Law prescribes， 

“If a director， auditor or manager engaged in regular business of an insurance 

company wishes to be engaged in regular business of any other company， also， he 

shall obtain the approval thereof from the competent Minister." 

If a director et cetera engaged in regular business engages himself in regular 

business of any other company， it is possible to exert a harmful influence upon the 

investment of assets. Therefore， the provision of Article 6 of ]apanese Insurance 

Business Law prohibits the interlocking director et cetera. 

At present， it is the important probrem to reform the ]apanese Insurance 

Businesss Law to conform to the insrance business. 

1 assert in this article below; 

(1) Concerning the auditor， it shall be excluded from the reguration of 

Article 6 of Insurance Business Law on the model of Securities Exchange Act and 

Banking Law. 

(2) Concerning the manager， it shall be excluded from the regulartion of 

Article 6 of Insurance Business Law. 

(3) Concerning the adjuster and the actuary (Article 89 of Insurance Business 

Law)， they shall be included in the regulation of Article 6 of Insurance Business 

Law. 

'Sophia University Prof. 
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